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今月のハイライト 
 

1. オーストラリア税務局（ATO）は 2025 年 5 月 29 日に過少資本税制に係る負債額に関する実務コンプライアン

ス・ガイドラインの草案を公表し、2025 年 6 月 30 日を提出期限として草案に関するパブリックコメントを募集し

ました。本ガイドラインには、インバウンドのクロスボーダー関連者間負債額に対する移転価格税制の適用に関

する ATO のコンプライアンスアプローチ等の内容が盛り込まれています。 

2. マレーシアにおいて 2025 年 7 月 1 日より売上税およびサービス税の課税範囲が拡大されました。売上税にお

いては、従来は免税または 5％とされていた品目のうち一部について、税率が 5％または 10％に引き上げら

れ、サービス税については一定のサービスが新たに課税対象に加えられました。 

3. ベトナム国会において 2025 年 6 月 17 日、付加価値税率の引き下げを含む決議が承認されました。この引き

下げ措置は、2025 年 7 月 1 日から 2026 年 12 月 31 日まで有効となります。今回の決議では新たに IT サー

ビス、金属製プレハブ製品、輸入および流通段階における石炭、コークス、精製石油、化学製品、ガソリンなど

が税率引き下げの対象に追加されました。 
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各国税務ニュース（2025 年 6 月 30 日時点） 
  

オーストラリア 

 

Monthly Tax Update June  

オーストラリア税務に関連する直近の動向のうち、以下を含む点について解説しています。  

• 生産性委員会 – 法人税改革を優先的改革分野に特定 

• ATO のウェブサイト上で「ピラー2」に関するガイダンス更新   

• 最新版の追加年次 GST 申告書の発表   

• オーストラリアの過少資本税制：負債額に関する ATO によるガイダンスの草案   
  
  

マレーシア 

 

売上税およびサービス税の課税範囲の拡大 

2025 年 7 月 1 日より、マレーシアの売上税およびサービス税の課税範囲が拡大されました。 
概要は以下のとおりです。 

（1） 売上税：従来は免税または 5％とされていた品目のうち一部について、税率が 5％ 
または 10％に引き上げられました。 

（2） サービス税：次のカテゴリーが新たに課税サービスに加えられました。 

• レンタル、リース 

• 建設工事 

• 民間の医療 

• 私立の教育 

• 金融（課税範囲の拡大） 
  
  

ベトナム 

 

ベトナム企業に対する電子識別・認証 （eID）登録義務  

2024 年 6 月 25 日、政府は、 電子識別・認証（eID）に関する政令 69/2024/ND-CP を公布し、

ベトナムの 企業に法人 eID アカウントの登録を義務付けました。 この要件への対応期限は

2025 年 6 月 30 日です。 

VAT 税率の 2％引き下げを 2026 年末まで延長する改正案の承認 

2025 年 6 月 17 日、第 15 期国会第 9 回会議において、VAT 税率の引き下げを含む決議が承

認されました。この引き下げ措置は、2025 年 7 月 1 日から 2026 年 12 月 31 日まで有効です。 

これまでの決議と比較すると、今回の VAT 率引き下げの対象範囲は拡大されており、新たに IT
サービス、金属製プレハブ製品、輸入および流通段階における石炭、コークス、精製石油、化学

製品、ガソリンなどが追加されました。 

新 CIT 法のいくつかの重要な変更点 

国会は、CIT 新法を承認しました。新 CIT 法は、2025 年 10 月 1 日から施行され、2025 年度以

降の課税年度に適用されます。 

みなし輸出入取引に関する新ルール 

2025 年 6 月 25 日、国会は、関税法および VAT 法の両方において、みなし輸出入取引に関す

る規定の改正案を承認しました。これらの改正は 2025 年 7 月 1 日から施行されます。 

https://www.pwc.com.au/asia-practice/japan/japanese/newsletters/jsd-newsletter-june2025.pdf
https://www.pc.gov.au/inquiries/current/resilient-economy#call
https://www.ato.gov.au/businesses-and-organisations/business-bulletins-newsroom/updated-information-about-global-and-domestic-minimum-tax
https://www.pwc.com.au/tax/tax-alerts/updated-supplementary-annual-GST-return-released.html
https://www.pwc.com.au/asia-practice/japan/australias-new-thin-capitalisation-regime-ATO-draft-guidance-on-debt-quantum.html
https://www.pwc.com/my/en/assets/publications/Taxavvy/2025/pwc-my-2025-taxavvy-issue-16.pdf
https://www.pwc.com/vn/en/publications/2025/250630-decree-69-on-eid-jp.pdf
https://www.pwc.com/vn/en/publications/2025/250618-approval-for-extending-vat-cut.pdf
https://www.pwc.com/vn/en/publications/2025/250623-important-changes-of-cit-law.pdf
https://www.pwc.com/vn/en/publications/2025/250627-new-rules-on-in-country-export-and-import-of-goods.pdf
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タイ 

 

タイ原産地証明の規制強化による影響 

タイ商務省外国貿易局（Department of Foreign Trade、「DFT」）は、米国の相互関税措置を受

けて、米国に輸出 される物品がタイ原産であることを証明する非特恵原産地証明書（Non-
Preferential Certificates of Origin、「NPCO」）の管理を厳格化します。これには、米国の製品

監視リストの拡大と NPCO の発行プロセスの厳格化が含まれます。 

源泉税代理業務の電子プラットフォームへの移行 

歳入局長通達第 457 号（Director-General Notification）の発行により、歳入局は源泉税申告の

代理手続きを電子化するために、代理人の任命契約を電子的に締結し、印紙税を電子的に納

付することを義務付けました。複数の源泉徴収義務者を受け持つ源泉税申告の代理人は、歳入

局の電子申告システムを通じて承認を 申請し、条件に同意する必要があります。この規則は、

2025 年 7 月 1 日以降の所得の支払いに適用されます。 
  
  

シンガポール 

 

国外資産の譲渡に係る e-Tax Guide の FAQ の改訂 

内国歳入庁（IRAS） は 2025 年 6 月 6 日に国外資産の譲渡益課税に関する通達（e-Tax 
guide）の FAQ の改訂を行いました。改訂前はシンガポール企業が国外資産の譲渡対価として

約束手形を受け取り、その手形をシンガポール国内に持ち込んだ場合は、国外源泉所得が国内

に送金されたとみなされる旨の FAQ が記載されていましたが、この FAQ は今後検討を行う期

間、一時的に削除されることとなりました。 
  
  

インドネシア 

 
 

暫定税金還付についての最新情報／委託貨物（barang kiriman）関連の税関・税制規定の更新 

2024 年 12 月 27 日、過払い税額の暫定税金還付手続きを定める PMK-39 に対し、 財務大臣

から第 3 次改正規定 PMK-119 が発令されました。暫定税金還付の対象となるのは、特定の基

準を満たす納税者（いわゆるゴールデン納税者）、低還付額納税者、そして低リスク VAT 課税

対象事業者です。 

2025 年 2 月 3 日、財務省は、委託貨物（barang kiriman）に関する関税および税の規定を更新

するために、PMK-96 の 2 回目の改正となる PMK-4 を発行しました。 
  
  

フィリピン 

 

資本市場効率化促進法（共和国法第 12214 号）の成立 

2025 年 5 月、マルコス大統領の署名により、共和国法第 12214 号（Capital Markets 
Efficiency Promotion Act ― 略称 CMEPA）が成立しました。従来、種類ごとに異なっていた利

子所得に対する税率が 20％に統一（ただし、フィリピン国内で事業を行っていない非居住外国

人および非居住外国法人を除く）された他、株式取引税の税率の 0.6％から 0.1％への大幅引き

下げ、また、株式発行にかかる印紙税が従来の 1％から 0.75％に引き下げられるなど、広範な

税制改正が行われています。当法律は 2025 年 7 月 1 日に発効しています。 

https://www.pwc.com/th/en/tax/tax-alert/2025/jp/2025-pwc-tax-alert-06-jp.pdf
https://www.pwc.com/th/en/tax/tax-alert/2025/jp/2025-pwc-tax-alert-07-jp.pdf
https://www.iras.gov.sg/media/docs/default-source/e-tax/tax-treatment-of-gains-or-losses-from-the-sale-of-foreign-assets.pdf?sfvrsn=a0e0458b_15
https://www.pwc.com/id/en/taxflash/assets/japanese/2025/taxflash-2025-06-jpn.pdf
https://docs.congress.hrep.online/legisdocs/ra_19/RA12214.pdf
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セミナー情報  
  

各国または日本で直近実施したセミナー、および今後開催予定のセミナーについてご案内します。登録・視聴リンクがな

いセミナーについても、ご興味がありましたら下記の問い合わせ先までご連絡ください。  
 
 

持続的な成長を牽引する CFO 組織への変革の鍵－マネージドサービスの活用－ 

本セミナーでは、外部のケイパビリティを活用し、企業が持続的な成長を実現するためのトランスフォーメーションに向け

た取り組みを紹介します。特に早急に対応が必要な非財務情報の開示対応、生成 AI を活用したビジネスプロセスの効

率化などの事例を踏まえた推進方法を詳しく取り上げます。 

配信期間： 2025 年 6 月 10 日（火）～12 月 26 日（金） 

詳細および登録リンク： https://www.pwc.com/jp/ja/seminars/p1250528.html 
 
 

東南アジア子会社のガバナンスとリスクマネジメント 
－タイの不正・サイバーインシデント事例と日本親会社の管理態勢－ 

日系企業にとって東南アジア地域の重要性がますます高まるなか、グループ全体でのガバナンス構築への要求も一層

強いものとなっています。一方で、東南アジア地域においてはガバナンス・コンプライアンスに対する意識の醸成が発展

途上の段階であり、リスク対応が不十分な場合も少なくありません。 

本セミナーでは、親会社としてのガバナンスと現地事情に即した現場対応を効果的に組み合わせるための情報を提供

いたします。 

配信期間： 2025 年 2 月 3 日（月）～8 月 29 日（金） 

詳細および登録リンク： https://www.pwc.com/jp/ja/seminars/a1250203.html 

https://www.pwc.com/jp/ja/seminars/p1250528.html
https://www.pwc.com/jp/ja/seminars/a1250203.html
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各国問い合わせ先 
 
より詳しい情報、または個別案件への取り組みやご相談につきましては、PwCの貴社担当者もしくは下記担当者ま

でお問い合わせください。 
 
 

共同統括責任者 神保 真人（税理士法人 パートナー）、菅原 竜二（PwCインドネシア パートナー） 
  
  

PwC税理士法人（日本） 神保 真人、野田 幸嗣（移転価格）、大橋 全寿（移転価格）、青木 一憲（金融） 
  
  

PwCインドネシア 菅原 竜二（カントリーリーダー）、糸井和光、深澤 直人、濱田 孝一、水野 直樹、 
井上 由貴、余村 裕樹 
問い合わせ先：id_jbd@pwc.com 

  
  

PwCタイ 魚住 篤志（カントリーリーダー）、武部 純、山鳥 達彦 
問い合わせ先：th_jbd@pwc.com 

  
  

PwCベトナム 今井 慎平（カントリーリーダー）、塚本 裕之、金原 悠也、武田 勇人 
問い合わせ先：vn_jbn@pwc.com 

  
  

PwCフィリピン 東城 健太郎（カントリーリーダー）、林田 俊哉、赤羽 洋輔 
問い合わせ先：ph_jbd@pwc.com 

  
  

PwCマレーシア 杉山 雄一（カントリーリーダー）、佐藤 祐司、緩詰 真梨子 
問い合わせ先：my_pwc_japandesk@pwc.com 

  
  

PwCシンガポール ハワード・オオサワ（カントリーリーダー）、山本 尚紀、松本 弥生、野木 玄 
問い合わせ先：sg_japan_desk_tax@pwc.com 

  
  

PwCオーストラリア 寺﨑 信裕（税務カントリーリーダー）、伊藤 大介、信夫 将 
問い合わせ先：au_japan@pwc.com 

 

Tax Academy について 
 
PwC税理士法人は「Tax Academy」を開設し、国際税務領域の人材育成支援を目的としたe-learningコンテンツを

2022年10月より配信しています。 

「Tax Academy」のシリーズ講座は、日本企業が海外に事業展開する際に事前に検討すべき論点を網羅しているほ

か、当法人の国際税務領域における豊富な実務経験や、PwCグローバルネットワークを通じて得た知見を生かすこ

とで広範囲な専門分野をカバーしています。各コース（有料）を通じて、国際税務を基礎から体系的に学びたい方

や、企業の税務部門担当として国際税務の知識を身に付けてスキルアップしたい方をサポートします。 

詳細は以下をご参照ください。 
www.pwc.com/jp/tax-academy 

 

バックナンバーは、こちらからご覧ください。 

 
 
PwCは、クライアントが複雑性を競争優位性へと転換できるよう、信頼の構築と変革を支援します。私たちは、テクノロジーを駆使し、人材を重視した

ネットワークとして、世界149カ国に370,000人以上のスタッフを擁しています。監査・保証、税務・法務、アドバイザリーサービスなど、多岐にわたる

分野で、クライアントが変革の推進力を生み出し、加速し、維持できるよう支援します。 詳細はwww.pwc.com をご覧ください。 
本書は概略的な内容を紹介する目的のみで作成していますので、プロフェッショナルによるコンサルティングの代替となるものではありません。 
© 2025 PwC. All rights reserved. PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal 
entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. 

https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/j/masato-jimbo.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/s/ryuji-sugawara.html
https://forms.jp.pwc.com/public/application/add/4743?__CAMCID=cKPnibYQqo-450&__CAMI=3.2.1.0.FhPyegtLZYi.HKfZQztzIIh-83&__CAMSID=HKfZQztzIIh-83&__CAMVID=FhPyegtLZYi&_c_d=1&_ct=1626172623813&_ga=2.259045002.1291258877.1626055109-634799299.1605677937
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/j/masato-jimbo.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/k/koji-noda.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/a/kazunori-aoki.html
https://www.pwc.com/jp/ja/services/globalization/country/indonesia.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/s/ryuji-sugawara.html
mailto:id_jbd@pwc.com
https://www.pwc.com/jp/ja/services/globalization/country/thailand.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/u/atsushi-uozumi.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/t/jun-takebe.html
mailto:th_jbd@pwc.com
https://www.pwc.com/jp/ja/services/globalization/country/vietnam.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/i/shimpei-imai.html
mailto:vn_jbn@pwc.com
https://www.pwc.com/jp/ja/services/globalization/country/philippines.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/t/kentaro-tojo.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/h/toshiya-hayashida.html
mailto:ph_jbd@pwc.com
https://www.pwc.com/jp/ja/services/globalization/country/malaysia.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/s/yuichi-sugiyama.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/s/yuji-sato.html
mailto:my_pwc_japandesk@pwc.com
https://www.pwc.com/jp/ja/services/globalization/country/singapore.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/o/howard-osawa.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/y/naoki-yamamoto-t.html
mailto:sg_japan_desk_tax@pwc.com
https://www.pwc.com/jp/ja/services/globalization/country/australia.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/t/nobuhiro-terasaki.html
mailto:au_japan@pwc.com
http://www.pwc.com/jp/tax-academy
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/news/asean-oceania-tax-newsletter.html

	p.1
	1.
	今月のハイライト
	p.2-3
	2.
	各国税務ニュース（2025年6月30日時点）
	ベトナム
	フィリピン
	インドネシア
	p.4
	セミナー情報
	p.5
	各国問い合わせ先
	Monthly Tax Update June 
	オーストラリア税務に関連する直近の動向のうち、以下を含む点について解説しています。 

